
かながわライフサポート事業

令和6年度
支援システム新機能
説明会
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今回の新機能説明のポイント

1. 施設管理者アカウントの追加

2. 法人・施設・CSWの情報を支援システム内で管理

3. 支援終結届の手続きを電子化
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支援システムのURLは変更なし！

検索して探さないでください！！
検索して出てきた支援システムのログイン
ページは、システム業者が使用するためのデ
モサイトなので、皆さんのＩＤ・パスワード
は使えません！

必ずブラウザのアドレ
スバーにURLをコピー
ペーストして移動して
ください！！
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CSWのID・パスワードも
施設管理者ID・パスワー
ドも、今までと同じこのロ
グインページからシステム
ログインできます
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1. 施設管理者アカウント

現在使用中

県社協アカウ
ントを入力

施設管理者
アカウント
を入力

CSWアカウ
ントを入力

施設ごとに配布してある今
使用しているアカウント

現在使用中
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アカウント

ごとの

権限比較

法人・施設・
CSW情報への
アクセス権

ケース記録の
入力

支援終結の
決裁

施設管理者 閲覧のみ 閲覧のみ
「決裁」
機能追加

CSW アクセス機能なし 編集可能
「決裁申請」
機能追加

県社協管理者 編集可能 編集可能
「承認」
機能追加
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２. 法人・施設・CSWの情報を
支援システム内で管理

登録されている自法人・
自施設・CSWを確認でき
ます。閲覧のみ可能ですの
で、「戻る」ボタンしかあ
りません。
入力・登録は県社協が行い
ます。
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３. 支援終結届の手続きについて
新 し い 支 援 終 結 届 出 の 流 れ

【 支援終了 】
CSW

・経済的支援があれば、
領収書の写真等を画像で添付
する
・全てを入力したら
「決裁申請」を選択する
・施設長(決裁者)へ連絡する

確認お願
いします

施設長

CSWより連絡を受けたら、
施設長用IDで支援システムに
入り、支援記録内容を確認し
て「決裁」を選択する

了解し
ました 施設長から事務局

への連絡は不要

県社協
事務局
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最初に、振込先を登録 （施設管理者アカウント）

今までは、CSWアカウント

の画面に「振込先設定」

のタブがありましたが、そ

れを施設管理者用アカウ

ントの画面に移しました。

今後「振込先設定」は、

施設管理者画面で行って

いただくことになります。

振込先登録
をしておこう！

ここで振込先
を登録する
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拡大

青色なので、施設管理者アカウント内の画像

ダイダイ色なので、CSWアカウント内の画像
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CSWアカウント

画面の変更点
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相
談
記
録
5･

支
援
終
結
届

① 領収書画像ファイル
支援終結届を全て支援
システム内で行うため
に、領収書は画像ファ
イルで添付できるよう
になりました

振込先は、施設管理
者アカウントで登録
してもらえば、自動
入力されます

② 決裁申請
支援終結届を全て入力し終えると、
「決裁申請」のタブが活性化します。
決裁申請をしたら、施設管理者へ声掛
けして、記録を確認してもらってくだ
さい

「決裁申請」後は、
記録内容を変更しよ
うとしても、保存で
きなくなります
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① 領収書画像ファイル
画像
必須の内容
・購入した品目と値段
・領収金額
・購入日
・購入した店舗名

内容が読み取れない
画像は、撮り直しをお
願いすることになりま
す。

経済的支援をした 領収書の写真を撮る 領収書の写真を
パソコンに取り込む

一般的なスマートホンで撮った
画像には対応できる
文書ファイルはPDFのみ

パソコンに取り込んだ
写真をここで添付する
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② 決裁申請（CSW）と決裁（施設管理者）
『決裁申請』について 【CSWアカウント画面】

『決裁申請』を押
すと、前の画面に
戻る(画面B)に戻る

画面Bで再度「5．支援
終結届」に入りなおす
と、画面Cのようにな
り、『終結届の保存』
と『決裁申請』のボタ
ンがなくなり、『戻
る』ボタンしかないの
で、記録の修正はでき
なくなります

画面A

画面B

画面C
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CSWが「決裁申請」をすると、施設管理者画面に
ケース記録が表示されます

ここをクリックして、
ケース記録の確認・決
裁をしていきます

『決裁』について 【施設管理者アカウント】
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『印刷(PDF)』で以下の画面が出ます。
施設管理者アカウントは書込みはできません。
出来るのは内容を見ることのみです。

『印刷(PDF)』でケース内容を確認したら、この
『決裁』ボタンから決裁作業をする
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『施設管理者』の決裁が重要な理由

・支援はCSW一人ではなく、他のCSW

や管理者と相談しながら行うものとして

いるので、管理者もきちんと把握した中

で行われた支援であるということ

・支援が、CSWの独断の判断で行われて

いるものではなく、組織も認めて行われ

たということ

なので、全ての記録
内容を確認してから
「決裁」するよう
お願いします

最後に『決裁』をクリックし
て、県社協へ終結届提出！

ファイル名をクリックし、
ファイルをダウンロードすると、
内容が閲覧できます
（その下の『ファイルを選択』
のボタンではできません）
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『差し戻し』

CSWから再申請があるまでこの表示

『差し戻し』をしたら、再度確認して再申請するようCSWへ連絡してください

文字を入力すると、『差し戻し』のボタンが活性化する
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差し戻し後、CSWアカウント画面

『
差
し
戻
し
』
前

『
差
し
戻
し
』
後

コメントが送られてきている

コメントに返信する必要があると
きはこの欄に入力
CSWは、コメント無記入でも再
『決裁申請』できます

『決裁申請』のタブが再出現して
いるので、修正が終わったら再度
『決裁申請』を行い、施設管理者
へ再度確認の連絡をしてください
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セキュリティは大丈夫なのか？

ライフサポート事業支援システムは、ログイン
IDとパスワードがないと閲覧不可能なので、他
の施設の情報は閲覧できない仕組みになっており
ます。
ログインパスワードのデータベースへの登録は、

暗号化されています。
ロボットからの侵入をされないように、ログイ

ン画面にreCAPTCHAを採用しております。
（車とか信号とか消火栓等の絵を選ぶやつです）
AWS（Amazon Web Services）のサービスを
利用してシステム構築・データ管理をしています。

支援システム管理会社
㈱コンダクトさんに

聞きました
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今回の改修の経緯
【きっかけ】

以前、ライフサポート事業で記録の研修をした際、CSWから研修後のアンケートで、「支援終結届
が、支援システムの中でできるようにならないか」というご意見をいただきました。確かに、印刷、
郵送費、提出された書類に不備があった場合の手間などの負担がCSWにあり、少しでもこの負担を減
らせないかと事務局と委員会で考えました。

これを実現させると大規模なシステム改修となるため、これを機に、以前からよく問い合わせをい
ただいていた、事業参加法人の登録施設・CSWの情報を、参加法人も確認が出来る機能の追加も検討
していきました。

【支援システム内で終結決裁を検討する上での課題と対応】

・施設長決裁をどのように行うか⇒施設管理者アカウント画面の新設

・支出根拠となる領収書をどう提出してもらうか⇒今まで領収書のコピーで支出してきたわけだから、
写真画像でも同じことでは

・写真画像で支出の手続きが県社協内で認められるのか⇒総務課の会計担当と話し合いをし、確認し
た上で可能と判断された

CSWからご意見をいただいたことで、事業の改善点に気づき委員会で協議し、支援システム開発会社
の協力の元、色々な関係者のご協力のもと、今回の新システム追加を実現することができました♪
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実際に記録していく中でわからないことがあったら、

事務局のライフサポーターまで気軽にご連絡ください！

電話番号 045-311-8753
            （ライフ事務局直通）

メール kls@knsyk.jp
（ライフ専用メールアドレス）

ご清聴ありがとうございました
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